
 

京都府社会福祉施設等省エネ推進緊急対策事業費補助金交付要綱 
 
（趣旨） 
第１条 知事は、物価高騰が続く中、社会福祉施設等のコスト削減を推進し、利用

者負担への影響を抑制するため、施設の省エネに資する空調・換気設備の更新等
に要する経費に対し、補助金等の交付に関する規則（昭和 35 年京都府規則第 23
号。以下「規則」という。）及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内
において補助金を交付する。 

 
（定義） 
第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 
（１）介護サービス事業所等 介護保険法（平成９年法律第 123 号）第 70 条第１

項の規定により指定を受けた通所介護及び通所リハビリテーション、同法第 78
条の２第１項の規定により指定を受けた地域密着型通所介護、認知症対応型通所
介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護及び地域密着型介護
老人福祉施設入所者生活介護、同条第４項の規定により指定を受けた複合型サー
ビス（看護小規模多機能型居宅介護）、同法第 86 条第１項の規定により指定を
受けた指定介護老人福祉施設、同法第 94 条の規定により許可を受けた介護老人
保健施設、同法第 107 条の規定により許可を受けた介護医療院、老人福祉法（昭
和 38 年法律第 133 号）第 20 条の４に規定する養護老人ホーム、同法第 20 条の
６に規定する軽費老人ホーム並びに生活支援ハウス（高齢者生活福祉センター）
運営事業実施要綱（平成 13 年老発第 192 号厚生労働省老健局長通知別紙）によ
り整備された生活支援ハウスをいう。 

（２）障害者施設等 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法
律（平成 17 年法律第 123 号）第 36 条第１項の規定により指定を受けた療養介護、
生活介護、短期入所（空床型を除く。）、自立訓練（機能訓練）、自立訓練（生
活訓練）、宿泊型自立訓練、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援 A 型、
就労継続支援 B 型及び共同生活援助、同法第 38 条第１項の規定により指定を受
けた障害者支援施設、児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）第 21 条の５の 15
第 1 項の規定により指定を受けた、児童発達支援及び放課後等デイサービス、同
法第 24 条の９の規定により指定を受けた福祉型障害児入所施設及び医療型障害
児入所施設をいう。 

（３） 保育所等 児童福祉法第 39 条第１項に規定する保育所、就学前の子どもに
関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成 18 年法律第 77 号）
第２条第７項に規定する幼保連携型認定こども園、同法第３条第１項の認定を受
けた保育所、子ども・子育て支援法（平成 24 年法律第 65 号）第７条第５項に規
定する地域型保育事業を行う事業所及び児童福祉法第 59 条の２に規定する認可
外保育施設をいう。  

（４）児童養護施設等 児童福祉法第 37 条に規定する乳児院、同法第 38 条に規定
する母子生活支援施設、同法第 41 条に規定する児童養護施設及び同法第 43 条の
２に規定する児童心理治療施設をいう。 

（５）里親等 児童福祉法第６条の３第８項に規定する小規模住居型児童養育事業
を行う者及び同法第６条の４第１号及び第３号に規定する里親をいう。 

 
（補助対象事業等） 
第３条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)の区分及

び内容、補助対象経費、補助率、補助金の交付の対象となる施設等（以下「補助
対象施設等」という。）の区分及び要件、補助限度額並びに事業対象期間は、別
表に定めるとおりとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、国、地方公共団体又は民間団体からの補助金、交付
金その他の給付金の交付を受けて実施する事業については、補助金の対象としな
い。ただし、知事が必要と認める場合は、この限りでない。 

 



 

（補助金の額等） 
第４条 補助金の額は、対象施設等ごとに、補助対象経費に補助率を乗じて得た額

と補助限度額のいずれか少ない額を限度とする。 
２ 補助金の額に 1,000 円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとす

る。 
 
（事前着手） 
第５条 補助対象施設等を運営する者等は、補助金の交付決定前に事業を実施した

場合（当該事業に係る契約を締結した場合を含む。）は、補助金の交付を受ける
ことはできない。ただし、やむを得ない事由により、交付決定前に当該事業を実
施しようとする場合（当該事業に係る契約を締結しようとする場合を含む。）に
おいて、別に定める事前着手届を知事に提出して、その承認を受けたときは、こ
の限りでない。 

 
（交付申請） 
第６条 規則第５条第１項に規定する申請書は、別記第１号様式によるものとし、

知事が別に定める期日までに知事に提出するものとする。 
 
（補助事業の変更） 
第７条 補助金の交付の決定を受けた者（以下「補助事業者」という。)は、補助

事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ別記第２号様式による申請書
を知事に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更につい
ては、この限りでない。 

 
（補助事業の中止又は廃止） 
第８条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらか

じめ別記第３号様式による申請書を知事に提出し、その承認を受けなければなら
ない。 

 
(補助事業遅延等の報告) 

第９条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了する見込みがなくなったと
き又は補助事業の遂行が困難になったときは、速やかに別記第４号様式による報
告書を知事に提出し、その指示を受けなければならない。 

 
（実績報告） 
第 10 条 規則第 13 条に規定する実績報告書は、別記第５号様式によるものとし、

知事が別に定める期日までに知事に提出するものとする。 
 
（地位の承継） 
第 11 条 補助事業者の地位は、合併又は分割その他特別の理由がある場合に限り、

承継することができる。 
２ 前項の規定により補助事業者の地位を承継しようとする者は、その事実を証す

る書面を添えて、別記第６号様式による申請書を知事に提出し、その承認を受け
なければならない。 

 
（証拠書類の保管） 
第 12 条 補助事業者は、補助事業の経理については、他の経理と明確に区分して

帳簿及び全ての証拠書類を整備し、その収支の状況を明らかにしておかなければ
ならない。 

２ 補助事業者は、前項の帳簿及び証拠書類を補助事業の完了の日の属する年度の
終了後 10 年間保存しなければならない。 

 
（財産の管理及び処分） 
第 13 条 補助事業者は、補助事業が完了した後も補助事業により取得し、又は効



 

用が増加した財産（以下「取得財産」という。）について、別記第７号様式によ
る取得財産管理台帳を備え、その保管状況を明らかにし、善良な管理者の注意を
もって管理するとともに、補助金の交付の目的に従って、その効率的な運用を図
らなければならない。 

２ 規則第 19 条ただし書に規定する知事が定める期間は、減価償却資産の耐用年
数等に関する省令（昭和 40 年大蔵省令第 15 号）に定める耐用年数とし、同条第
２号に規定する知事が別に定める取得財産は、取得価格又は効用の増加価格が 50
万円以上のものとする。 

３ 補助事業者は、前項に定める期間内において、処分を制限された取得財産を処
分しようとするときは、あらかじめ別記第８号様式による申請書を知事に提出
し、その承認を受けなければならない。 

４ 知事は、前項の規定により承認を受けた補助事業者に対し、当該承認に係る取
得財産の処分により収入があったときは、その収入の全部又は一部を府に納付さ
せることができるものとする。 

 
（その他） 
第 14 条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、知事が別に定める。 
 
  附 則 
 この要綱は、令和４年９月１日から施行し、令和４年６月 23 日以後に実施され
た事業に係る補助金から適用する。 
 
  附 則 

この要綱は、令和８年１月 21 日から施行し、令和７年 12 月 18 日以後に実施さ
れた事業に係る補助金から適用する。 
 



 

別表 

補助対象事業 補助対

象経費 

補助

率 

補助対象施設等 補助限度額 

※ 

事業対象

期間 区分 内容 区分 要件 

社会福祉施

設等の省エ

ネに資する

ための次の

各号に掲げ

る設備・機器

の更新等 

 

（１）空調設

備の更新・新

設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）換気設

備の更新 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）施設

に付帯す

る設備で

あり、更新

前のもの

と比較し、

年間消費

電力量

（kWh）が

少ないも

のを対象

とする。 

 

（２）施設

に付帯す

る設備で

あり、更新

前のもの

と比較し、

年間消費

電力量

（kWh）が

少ないも

の又は熱

交換型の

第一種換

気設備の

機能を備

えた設備

を対象と

する。 

 

（３）冷蔵

庫の更新

にあたり、

更新前の

ものと比

較し、年間

補助対象

事業を実

施するた

めに必要

な経費

（消耗品

費、備品

購入費、

工事請負

費、既存

設備の撤

去費用、

その他知

事が必要

と認める

経費）（消

費税及び

地方消費

税を除

く。） 

３／

４以

内 

介護サー

ビス事業

所等 

京都府内（京都市内

を除く。）に所在し、

サービスを提供し、

介護報酬の請求を

行う介護サービス

事業所等（軽費老人

ホーム、養護老人ホ

ーム及び生活支援

ハウスにあっては、

京都府内（京都市内

を除く。）に所在し、

サービスの提供を

行う介護サービス

事業所等）を運営す

る者 

１対象施設等につ

き 100万円。 

ただし、定員 30名

以上の対象施設等

については、29名

を超える部分につ

いて、定員１名につ

き３万円を加算す

るものとする。 

その場合において

も１対象施設等に

つき 1,000万円を

限度とする。 

なお、短期入所生活

介護及び短期入所

療養介護（いずれも

空床型除く。）の定

員は、対象施設等の

定員に加えるもの

とする。 

令和７年

12月 18

日から令

和８年９

月 30日

まで 

障害者施

設等 

京都府内（京都市内

を除く。）に所在し、

サービスを提供し、

障害福祉サービス

等報酬の請求を行

う障害者施設等を

運営する者 

１対象施設等につ

き 100万円。 

定員 30名以上の対

象施設等について

は、29名を超える

部分について、定員

１名につき３万円

を加算するものと

する。 

その場合において

も１対象施設等に

つき 1,000万円を

限度とする。 

なお、短期入所（空

床型除く。）の定員

は、対象施設等の定

員に加えるものと

する。 

保育所等 京都府内に所在す

る私立の保育所等

を運営する者 

１対象施設等につ

き 100万円。 

定員 101名以上の

対象施設等につい

ては、100名を超え

る部分について、定

員１名につき１万

円を加算するもの



 

（３）冷蔵庫

の更新 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）照明機

器の更新 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）デマン

ド制御装置

等の新設 

消費電力

量（kWh）

が少ない

ものを対

象とする。 

 

（４）照明

機器の更

新にあた

り、新たに

LED化する

ものを対

象とする。 

 

（５）空調

等の運用

を調整し、

年間消費

電力量

（kWh）を

制御する

もの等を

対象とす

る。 

とする。 

その場合において

も１対象施設等に

つき 400万円を限

度とする。   

児童養護

施設等 

京都府内に所在す

る児童養護施設等

を運営する者。 

ただし、申請時にお

いて被措置児童の

いない施設等及び

京都市所管の施設

等を除く。 

１対象施設等につ

き 100万円。 

定員 30名以上の対

象施設等について

は、29名を超える

部分について、定員

１名につき３万円

を加算するものと

する。 

その場合において

も１対象施設等に

つき 1,000万円を

限度とする。   

里親等 京都府内（京都市内

を除く。）に所在す

る里親等 

１施設（世帯）あた

り 10 万円 

※ 要件を満たす申請が予算額を超えた場合は、交付額の調整（減額）を行うことがある。 


